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本県では、2005年の「あいち 子育て・子育ち応援プラン」（第一次愛知県少子化対策推

進基本計画）以降、これまで３次にわたる少子化対策推進基本計画を策定し、少子化の克

服に向けて、結婚への支援や保育の受け皿確保、多様な保育サービスの拡充など、様々な

施策に取り組んでまいりました。 

 

しかしながら、本県の出生数は、2018 年に過去最少の 61,230 人となり、今後も更なる

少子化の進行が予想されています。また、同年の合計特殊出生率は 1.54であり、回復傾向

にはあるものの、安定的に人口を維持できると言われている 2.07を大きく下回るなど、依

然として少子化の状況が続いています。 

 

こうした中、少子化の流れに歯止めをかけ、今後も本県が活力を維持し、持続的に発展

していくためには、県民の誰もが、結婚に関する希望をかなえ、家庭を築き、安心して子

どもを生み育てることのできる環境を整えるとともに、次代を担う子どもたちが健やかに

成長できる社会づくりをより一層推進していく必要があります。 

 

このため、「あいち はぐみんプラン 2020-2024」（第四次愛知県少子化対策推進基本計画）

では、出産や子育て期だけでなく、職業観や勤労観を形成する児童・青少年期も含め、中

長期的な視野に立った総合的な少子化対策を推進するため、若者の就学・就職、結婚・妊

娠・出産、子育て期までのライフステージに応じた切れ目ない支援に引き続き取り組むと

ともに、地域におけるＮＰＯや企業等、多様な主体との協働を進め、地域社会全体で子ど

もの成長や子育て家庭を応援する基盤づくりに積極的に取り組んでまいります。 

 

 県民の皆様を始め、本計画の推進に関わる全ての方々におかれましては、「日本一子育て

しやすい愛知」の実現に向け、御理解・御協力をいただきますよう心よりお願い申し上げ

ます。 

 

最後に、この計画の策定に当たり、御尽力をいただきました「愛知県子ども・子育て会

議」の委員の皆様を始め、貴重な御意見をいただきました多くの方々に深く感謝申し上げ

ます。 

  

2020年３月 

「日本一子育てしやすい愛知」の 

実現を目指して 
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 Ⅰ 策定の趣旨                            

 

〇 本県では、2015 年３月に、2019 年度までの５年間を計画期間とする「あいち はぐ

みんプラン 2015-2019」（第三次愛知県少子化対策推進基本計画）を策定し、中長期的

な視野に立った少子化対策について、若者の就学・就職から、結婚・妊娠・出産、子

育てまでのライフステージに応じた施策を展開してきました。 

 

〇 しかし、本県の 2018 年の合計特殊出生率は 1.54（全国 1.42）で、回復傾向にはあ

るものの、安定的に人口を維持できると言われている 2.07を大きく下回っており、依

然として少子化傾向が続いています。 

 

〇 本県の 2018年の出生数は 61,230人で、最も多かった 1973年の 125,395人と比べて

約半分になっています。今後、年少人口（０歳～14歳）と生産年齢人口（15歳～64歳）

の割合が減少していくことによって、少子・高齢化の更なる進行が予想されます。 

 

〇 その上、核家族化や地域のつながりの希薄化により、子育ての孤立感・不安感が高

まるなど、子育て家庭を取り巻く環境は更に厳しさを増しています。 

 

○ 国では、2016 年６月に「ニッポン一億総活躍プラン」を策定し、「希望出生率 1.8」

の実現に向け、若者の雇用安定・待遇改善、多様な保育サービスの充実、働き方改革

の推進、希望する教育を受けることを阻む制約の克服等を掲げました。 

 

○ また、2017年 12月に「人づくり革命」と「生産性革命」を車の両輪とする「新しい

経済政策パッケージ」を策定し、このうち、「人づくり革命」については、幼児教育の

無償化、待機児童の解消、高等教育の無償化など、２兆円規模の政策を盛り込み、子

育て世代や子どもたちへ大幅に政策資源を投入することで、社会保障制度を全世代型

へと改革することとされました。 

 

○ その他、2018年６月には、労働者がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択で

きる社会を実現する働き方改革を総合的に推進するため、長時間労働の是正や、多様

で柔軟な働き方の実現、雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保等のための措置を

講じることを定めた「働き方改革関連法（働き方改革を推進するための関係法律の整

備に関する法律）」が成立しました。 
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 ○ こうした少子化対策の取組に加え、1947年の制定時から見直されていない児童福祉

法の理念規定が 2016 年に改正され、「児童は、適切な養育を受け、健やかな成長・発

達や自立が図られること等を保障される権利を有すること」を、総則の冒頭（第１条）

に位置付け、その上で、国民、保護者、国・地方公共団体が、それぞれこれを支える

形で、児童の福祉が保障される旨が明確化されました。 

 

 ○ 社会情勢の変化や国の動向を踏まえて、本県では、2018年３月に「あいち はぐみん

プラン 2015-2019」の見直しを行い、地域の実情に応じた子ども・子育て支援施策の充

実を図ってきました。 

 

○ また、2018 年 10 月から 11 月にかけて「少子化に関する県民意識調査」を実施し、

本県における子育ての現状や少子化対策に関する県民のニーズの把握に努めました。 

  

○ これらを踏まえ、引き続き、子ども・子育てに関する様々な課題の解決に向けて取

り組んでいくため、第四次愛知県少子化対策推進基本計画として、本計画（あいち は

ぐみんプラン 2020-2024）を策定し、中長期的な視野に立った少子化対策を総合的かつ

計画的に推進します。 

 

図表１ 少子化対策に関連する動き 

年 国 愛知県 

2015年 ３月 

 

４月 

少子化社会対策大綱の策定 

 

子ども・子育て関連３法の施行 

３月 あいち はぐみんプラン 2015-2019 の
策定 

2016年 ６月 

 

ニッポン一億総活躍プランの策定 

児童福祉法の理念規定の改正 

  

2017年 ３月 

 

６月 

 

12月 

働き方改革実行計画の策定 

 

子育て安心プランの公表 

 

新しい経済政策パッケージの策定 

  

2018年  

６月 

 

９月 

 

人づくり革命 基本構想の策定 

働き方改革関連法の成立 

新・放課後子ども総合プランの策定 

３月 あいち はぐみんプラン 2015-2019 の
見直し 

2019年 10月 幼児教育・保育の無償化の実施   
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 Ⅱ 計画期間                             

    

本計画の計画期間は、2020年度から 2024年度までの５年間とします。 

 

 

 Ⅲ 基本目標                             

  

〇 基本目標は、前計画（あいち はぐみんプラン 2015-2019）から引き続き、「県民が家

庭を築き、安心して子どもを生み育てることができる社会の実現」とします。 

 

〇 今日、進行しつつある少子化は、結婚や出産に対する個人の考え方の変化や経済的

に不安定な若者の増加による未婚化や晩婚化の進展、子育てへの負担や不安などが、

主な要因であると言われています。このような状況は、人口構造のひずみを生じさせ、

人口が減少するという事態をもたらし、社会の根幹を揺るがす問題となっています。 

 

〇 このため、急速な少子化の進行に対し、結婚や出産、子育てに対する負担や不安を

取り除き、少子化の流れに歯止めをかけるための施策を進める必要があります。 

 

○ 国においては、2015年３月に「少子化社会対策大綱」を策定し、子育て支援の一層

の充実、若い年齢での結婚・出産の希望の実現、多子世帯への一層の配慮、男女の働

き方改革、地域の実情に即した取組強化の５つの重点課題を設けています。 

 

〇 こうしたことから県は、誰もが安心して子どもを生み育てることができ、その喜び

を実感し、次代の社会を担う子どもが健やかに成長することができる社会の実現を目

指し、本計画で定める施策を着実に推進します。 

 

 



- 5 - 

 

 Ⅳ 策定の基本的な考え方                       

 

１ 計画の位置付け 

 ○ 子ども・子育てに関する課題として、地域の子育て力の低下を背景とする親の孤立

や、貧困状態にある子どもの存在、児童虐待の発生など、様々な問題への対応と支援

が必要とされています。特に、行政の制度と制度の狭間にいる人、子育て支援サービ

スの存在を知らない人など、地域から孤立している家庭の把握は難しく、支援が届き

にくい現状にあります。また、このような問題を抱える家庭の課題は重複的で、相互

に関連し合っていることが多いと言われており、このような家庭に対しては、母子保

健や子育てを始めとする、様々な分野の支援が一体的に連携して行われることで初め

て、解決へと導かれるものと考えます。 

 

○ そこで、本計画を、①愛知県少子化対策推進条例第６条に基づく基本計画及び②次

世代育成支援対策推進法第９条に基づく地域行動計画とし、③子ども・子育て支援法

第 62 条第１項に基づく「子ども・子育て支援事業支援計画」、④子どもの貧困対策の

推進に関する法律第９条に基づく「子どもの貧困対策推進計画」及び⑤愛知県子ども

を虐待から守る条例第 10条に基づく「児童虐待防止基本計画」と一体的に策定し、以

下の計画の性格をも併せ持つ、本県の「子ども・子育てに関する総合的な計画」とし

て位置付けます。 

 ⑥母子及び父子並びに寡婦福祉法第 12条に基づく「自立促進計画」 

 ⑦厚生労働省の「健やか親子 21（第２次）」の趣旨を踏まえた「母子保健計画」 

 ⑧厚生労働省の「都道府県社会的養育推進計画の策定要領」を踏まえた「社会的養育推進計画」 

 

２ ライフステージに応じた取組と社会基盤の整備 

 ○ 少子化の大きな要因として、未婚化・晩婚化と夫婦の子ども数の減少が依然として

指摘されています。「あいち はぐみんプラン 2020-2024」においては、これらの要因に

着目し、出産・子育て期だけではなく、職業観を形成する児童・青少年期も含め、中

長期的な視野に立った総合的な少子化対策を推進する必要があります。 

 

○ そのためには、それぞれのライフステージに応じた実効性のある取組が不可欠です。

そこで、若者の就学・就職、結婚・妊娠・出産、子育てまでのライフステージに応じ

た課題に対応した施策を実施します。 

 

○ また、施策の実効性を高めるため、地域における住民、ＮＰＯ、企業等の多様な主

体との協働の推進や県民・企業が一体となって応援する機運の醸成など、社会全体で

子ども・子育て家庭を応援する基盤づくりに取り組みます。  
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３ 県全体で子どもの成長や子育てを応援していく社会の実現 

○ 地域社会で祭りや運動会といった年中行事が減り、隣近所と接点を持たない人が増

えているなど、地域や隣近所と付き合いのない家庭が増えています。 

 

○ また、隣近所の子どもの世話や、子育ての手助けをする場面も少なくなっており、

地域で子育てをするという意識が低くなっていることもうかがえます。子育ては地域

と切り離せないものであり、地域社会全体で子育てに温かい環境を作っていくことが

重要です。 

 

○ そこで、本計画では、子育ての最も重要な責任を有する父母その他の保護者を支え

るため、県のみならず県民や企業、市町村、地域社会それぞれが主体となり一丸とな

って、県全体で子どもの成長や子育てを応援していく社会の実現を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

各主体に求められる責務 
県民 

○ 男女がともにワーク・ライフ・バランスや家事・育児の分担に積極的に取り組

み、喜びや生きがいをもって子育てを行います。 

○ 未来の希望である全ての子どもたちが健やかに育つことができるよう、子育て

中の家族や子どもに対し、温かい目をもって見守ります。 

 

企業 
○ 企業は、従業員が仕事と子育て等を両立できるよう、ワーク・ライフ・バラン

スの推進に取り組み、子育てしながら働き続けられる職場環境の整備に努めま

す。 

○ 企業は、地域を構成する一員として、子どもが健やかに成長する環境を整え、

社会的な責任を果たします。 

 

市町村 

○ 市町村は、地域における子ども・子育て支援の実施主体として、家庭や子ども

の状況に応じたサービスを行うとともに、妊娠・出産期からの切れ目ない支援を

実施します。 

 

地域社会 

○ 地域社会では、地域コミュニティの中で子どもが健やかに成長できるよう、親

のみならず、地域の人が子どもの活動を支援します。 



- 7 - 

 

 Ⅴ 重点目標                             

 

○ 県民が家庭を築き、安心して子どもを生み育てることができる社会を実現させるた

め、以下の４つの重点目標に取り組みます。 

○ なお、重点目標については、若者の就学・就職、結婚・妊娠・出産、子育てまでのラ

イフステージに応じた課題に対応した施策を実施します。 

○ また、社会全体で子ども・子育て家庭を応援する基盤づくりを実施します。 

 

１ 若者の生活基盤の確保 

○ 若者が社会人として経済的にも精神的にも自立し、就労や結婚・出産・子育てを積

極的に捉えることが重要となっています。 

○ このため、子どもの頃から勤労観、職業観を醸成する教育に力を入れるとともに、

雇用情勢が着実に改善している時機を捉え、正規雇用での就職及び正規雇用を希望す

る非正規雇用労働者の正規雇用への転換等を促進します。 

○ また、思春期保健対策の充実を図るとともに、結婚を望む若者への支援を行うこと

が重要です。 

○ 結婚の希望の実現に対する障害となっているのは、経済的負担感や出会いの機会の

減少、結婚相手に求める理想と現実のギャップにより結婚に結びつかないことなどが

考えられます。 

○ 結婚に対する意識啓発や出会いの機会の提供などによる結婚支援策を強化し、若者

の生活基盤の確保を図っていきます。 

 

２ 希望する人が子どもを持てる基盤づくり 

○ 安心して妊娠・出産ができる環境を整備するためには、産科医療体制の充実だけで

なく、産前・産後期における配偶者の休暇・休業取得を始め、周りの支えが重要です。 

○ また、行政による支援の充実に加え、子育て中の親が孤立することなく、多様な担

い手に支えられていると実感できる温かい社会の実現に向け、結婚、妊娠、出産、子

育てを大切にするという意識が社会全体で共有されることが重要です。 

○ そのため、産科医療体制の充実や互いに協力し合うための意識改革を推進し、希望

する人が希望する人数の子どもを持つことができるような基盤づくりを推進します。 
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３ すべての子ども・子育て家庭への切れ目ない支援 

○ 親が働いている・いないにかかわらず、全ての子ども・子育て家庭を支援するとい

う観点及び子どもの成長に応じて必要なサービスが確実に利用できるという観点から、

子育て支援を充実する必要があります。 

○ このため、乳幼児や児童生徒、専門的な支援が必要な子どもを持つ家庭が、安心し

て子育てができるよう、幼児期の学校教育や保育、地域の様々な子育て支援の量の拡

充や質の向上を進めるとともに、子どもの貧困対策や、条例に基づく児童虐待防止対

策等の取組を一体となって行うことにより、全ての子ども・子育て家庭への切れ目な

い支援の充実を図ります。 

 

４ 社会全体で子ども・子育て家庭を応援する基盤づくり 

○ 地域でのつながりが希薄化する中、子育て家庭が孤立しないよう、身近で気軽に助

け合うことができる社会を形成することが必要です。 

○ 地域の多様な主体との協働の取組を強化し、地域全体が一体となって子どもや子育

て家庭を応援し、地域・社会の子育て力を向上する取組を推進します。 

  




